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　ここでは、生命保険が他の金融商品に比べ「相続に強い」商品であること
と、生命保険の活用が相続ならびに相続税対策においていかに有効である
かを整理しましたので、お客さまへの説明の際に参考にしてください。

医療法人の理事長に
おける生命保険活用章第 7

経過措置型医療法人の理事長が抱える問題点・・・90

医療法人のタイプに応じた生命保険提案・・・93

1

2

よくある相続トラブルと
生命保険活用章第 8

高齢同士の再婚は遺産分割でもめやすい・・・100

逆順位の死亡で「こんなはずじゃなかった！」・・・101

債務は当然に分割され、遺産分割の対象外・・・102

まとめ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103

1

2

3

4

●相続税計算の手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104

●相続税計算の具体例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・104
●相続税額早見表の見方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・105
●相続税額早見表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・106

●贈与税額早見表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・111

●相続財産完全防衛額早見表［概算］・・・・・・・・・・112

編料資

5

6

7

8

9

10

11

12

死亡退職金・弔慰金は相続対策の切り札・・・62

役員退職金の一部として生命保険を現物支給・・・64

役員退職金を生命保険で準備するメリット・・・65

役員給与を引き下げて退職金準備に充てる・・・66

相続・事業承継対策に自社株買取りを活用・・・67

自社株買取りのための会社の要件・・・・・・・・・・・68

後継者の納税資金確保のための自社株買取り・・・69

後継者以外からの自社株買取りで円滑な事業承継・・・70

章第 6 特例納税猶予制度利用時に
おける生命保険活用

●本書の内容は、2022（令和4）年9月1日現在の法令（税制）・制度に基づいています。
●法人契約、医療法人契約の経理処理等の取扱いについては、制度改正等によって変更される可能性があります。
●個別の契約の取扱いについては所轄の税務署または税理士等の税の専門家にご確認ください。
●本書内の記述で「相続人」は「推定相続人」、「被相続人」は「被相続人と想定される人」のことを省略して表記してい
ます。
●第6章に出てくる「先代経営者」は、現経営者が事業承継を行ってこの後に先代経営者となるケースも含まれています。
●契約形態における契約者は、特段の記載がない限り保険料負担者です。
●本書内の税金に関わる計算では、原則、復興特別所得税は考慮していません。
●相続税計算では、特にことわりがない限り法定相続分どおりに分割されたことを前提に計算しています。計算にお
いて小規模宅地等の特例は考慮していません。妻の相続税計算において配偶者の税額軽減は原則、法定相続分
まで適用しています。金額表示は原則、万円単位の概算値です。
●所得税が課税される場合、一般的には併せて住民税が課税されますが、煩雑となるため本書の記述では原則省略
しています。また、所得税（一時所得）の計算においては、他に一時所得はないものと仮定して計算しています。
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　その金額に対し、仮に所得税の最高税率45％に住民税10％を合計した55％（復興特別所得税は考
慮しません）が課税されたとしても、実質、所得税（一時所得）・住民税は、計算上受け取った生命保険
金額全体の2分の1とされるため、27.5％未満となります。
　以下に具体的なケーススタディを挙げておきましたので確認してください。
※契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合、贈与税課税となりますがここでは省略します。

　もちろんすべての場合で一時所得課税となる契約形態のほうが有利になるとは限りません。ケー
スバイケースです。
　一般的には財産額が多く配偶者の税額軽減が使えない二次相続などの場合には、同じ生命保険金
でも❷の一時所得課税となる契約形態で受け取るほうが「税負担が軽くて済む」＝「納税資金として多
く使える」ことになります。したがって常に両方の契約形態を視野に入れて、納税資金対策としてはど
ちらがより多く資金確保できるかを考えることが必要です。

　生命保険を活用した納税資金準備というと大多数の人が、次の図表の❶の契約形態を考えるので
はないでしょうか。契約者・被保険者を被相続人として、死亡保険金受取人を相続人とする契約形態で
す。この場合は、加入した生命保険金が「みなし相続財産」として非課税金額控除後の額が相続財産に
上乗せされ相続税が課税されます。
　一方、❷の契約形態は、相続人が受け取った生命保険金には相続税ではなくて所得税（一時所得）・
住民税が課税されます。

　違いは誰が契約者になるかによって、相続税の課税対象になるか、それとも所得税（一時所得）・住
民税の課税対象になるか分かれることです※。単純に考えれば、❶の契約形態では、生命保険金が相続
財産に上乗せされ、相続財産が多くなるほど税率も高くなります。ちなみに相続税の最高税率は55％
ですから、生命保険金によって財産が増えるとそれだけ税負担も重くなります。
　一方、❷の契約形態では、生命保険金が所得税（一時所得）の課税対象となります。一時所得金額は
受取保険金額から、これまでの支払保険料累計額（必要経費）を差し引き、さらに特別控除（50万円）
を控除した金額の1／2に総合課税が行われます。

新・生命保険を活用した相続対策のすべて新

契約形態に見る課税の比較7
納税資金作りは相続税課税となる契約形態がベストとは限らない

財産額によっては一時所得課税のほうが有利なケースも

ケーススタディ

　相続財産が5億円。相続人は子ども2人のみ。相続税額は1億5,210万円。
　相続財産に対する相続税額の割合を見ると、税負担率は30％を超えています（30.4％）。例えばこれに、納
税資金対策として加入した生命保険金を2億円上乗せしたとすると、相続財産7億円（正確には生命保険金
の非課税金額1,000万円控除後のため6億9,000万円）に対する相続税額は2億4,000万円になります。
　保険金2億円が相続財産に上乗せされることによって、税額が8,790万円増加しました。上乗せになった
保険金に対する負担税率は、8,790万円÷2億円＝43.95％……約44％になります。
　一方、生命保険金に対して一時所得課税となった場合は、受取保険金額から支払保険料額および特別控
除額（50万円）を控除した額の2分の1が課税対象（総合課税）であり、仮に最高税率（所得税＋住民税）の
55%が適用されたとしても、保険金額に対する税負担率は27.5%（55%×1/2）未満となります。

　例えば納税資金として2億円の保険金を一時所得で受け取ったとします。総合課税される一時所得金額
の計算上、支払保険料や特別控除（50万円）を考慮しないで計算すると、2億円の2分の1の1億円が一時所
得金額になります。他の所得金額と合算して4,000万円を超えているものとして、所得税（最高税率45％）・
住民税（10％）の55％で計算すると、保険金に対する税額は1億円×55％＝5,500万円となります。
　負担税率は5,500万円÷2億円＝27.5％となり、相続財産に上乗せされた保険金の負担税率約44％よ
りはるかに少なくなります。つまり税額が少なくなるということは手取りが多くなり、その分、納税資金が
増えることになります。

コラム
相続開始3年前までの保険料贈与は「持ち戻し」に注意

　一時所得課税となる契約形態は、一般的に相続人に保険料の負担能力がないため、被相続人か
ら保険料贈与を受けて活用します。そのため相続時点では、贈与された保険料相当分の相続財産が
減ることになり、その分相続税の負担も軽くなります。
　ただし、相続財産を受け取った相続人（遺贈を含む）に対する暦年贈与で相続開始前３年以内の贈
与財産については、相続発生時に相続財産に「持ち戻し」されて相続税が課税される点に注意が必
要です（なお、保険料を贈与する際の留意点については40ページを参照）。

（1）総合課税される一時所得金額＝（受取保険金－支払保険料－特別控除50万円）×1／2
（2）（一時所得金額＋他の所得）×55％※
　　※所得税の最高税率45％＋住民税10％

相続税の負担税率が２7.５％以上の場合、 
納税対策の保険は一時所得課税となる契約形態が有利！

契約者
被相続人

被保険者
被相続人

死亡保険金受取人
相続人

課税
相続税

1

契約者 被保険者 死亡保険金受取人 課税
相続人 被相続人 相続人 所得税（一時所得）・住民税

2

40％

30％
27.5％

20％

相続財産

❶生命保険金
（みなし相続財産）

❷生命保険金
（一時所得）

一時所得は１／２課税。および最高税率55％（含
住民税）で、保険金の27.5％未満の課税になる

加入した生命保険金も相続財産に上乗せされ
て相続税が課税される

章第 納税資金対策としての生命保険活用1
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　これまでは遺言や生前贈与によって遺留分を侵害された場合、遺留分権利者は遺留分義務者（受遺
者・受贈者）に対して

  い  りゅう ぶん げん さい せい きゅう

遺留分減殺請求をしました。遺留分減殺請求により、受遺者・受贈者が受けた遺
贈や贈与の目的物の一部は共有の形で遺留分権利者のものになるという効果（物権的効力）が生じる
しくみでした。そのように目的物が共有となることを避けたい場合に受遺者・受贈者は、代わりにその
価額を金銭で支払うこともできました（価額弁償）。価額弁償の財源として生命保険金や解約返戻金
等が活用できるという流れでした。

　しかし、民法（相続法）の改正により、2019年7月1日からは、遺留分侵害額請求となり、請求を受け
た受遺者・受贈者は、その価額を金銭で支払わなければならないこととなりました。改正前は共有の
ままで価額弁償するか否かは受遺者・受贈者の自由でしたが、改正後は金銭を支払う（金銭を請求さ
れる）制度になりました。
　　 「遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の
支払を請求することができる。」（民法第1046条）

　よくある相続の例として――相続人は兄弟３人のみ。被相続人である父親が住んでいる自宅には
長男が同居しており、自宅は長男が継ぐことになっています。自宅以外に財産といえるものはありま
せん。他の相続人（二男、三男）に渡す財産が何もないならば、遺産分割にご注意ください。相続税は
かからなくても遺産分割でもめるケースは結構あります。注意すべきは、遺産分割は「時価」で行うと
いうこと。上記の例でいうと、長男が自宅を単独で相続したいならば、二男と三男に対し、自宅の時価
に法定相続割合をかけ合わせた額を、代償金として支払う等の対応が必要です。

　上記の例のように相続税はかからないが（小規模宅地等の特例により遺産にかかる基礎控除額以
下の財産評価となるため）、相続発生後に遺産分割でもめて、小規模宅地等の特例を使った申告がで
きなくなることも考えられます。　

参考

新・生命保険を活用した相続対策のすべて新 章第 遺産分割・遺留分対策としての生命保険活用2

遺留分の減殺請求から遺留分の侵害額請求へ1
「相続財産の代わり」から「侵害額（金銭）」の請求へ 遺産分割でもめる理由は「時価」で行うため

〈宅地の評価例〉

相続税評価額…2,000万円 1億円×（1－0.8）＝2,000万円　小規模宅地等の特例を適用（80％評価減）

遺産分割の評価……1億円 時価

コラム
2019年7月1日から遺留分侵害額請求制度に

　遺留分とは、民法で定められた相続人の権利のことです。遺留分相当額は法定相続分相当額の２
分の１。ただし両親のみの場合は３分の１で、兄弟姉妹には遺留分はありません。これまで遺留分を侵
害する遺言がなされた場合、侵害された相続人はそのことを知った日から１年以内に、侵害者に対し
て「遺留分の

げんさいせいきゅう

減殺請求」を起こして侵害された物件の返還を請求できましたが、民法（相続法）改正に
より、2019年7月1日からは侵害された分を直接、金銭で請求する「遺留分侵害額請求」ができるよう
になりましたので、遺留分侵害額請求対策として生命保険が活用できる機会がさらに拡大しました。

（父親と同居）

（小規模宅地等の特例の適用可）

母

二男長男 三男

被相続人 故人

父
自宅

遺産分割

自宅の評価

時価  １億円

相続税 ２,０００万円
（１億円の８０％評価減）

遺留分侵害額請求対策にこそ生命保険を活用2

遺留分減殺請求

遺留分侵害額請求

被相続人
父 長男

相続人

長男
相続人

価額弁償

遺留分減殺請求により
物権的効力が発生！

共有

遺留分
減殺請求

遺
言

死亡

現 金

相続財産は
家だけ

二男の共有
持分が入る

二男の共有持分の
価額に相当する額の、
長男の所有する
現金・保険金等を
二男に渡す

被相続人
父 長男

相続人

長男
相続人

金銭支払い
金銭請求

遺
言

死亡

現 金

相続財産は
家だけ

遺留分の
侵害額請求には
直接金銭で支払う

二男
相続人 二男

相続人

二男
相続人

二男
相続人

母
故人

母
故人

遺留分
侵害額請求

23



　贈与金額は、税務当局から贈与事実の心証を得るために、基礎控除額（110万円）を超える金額を
贈与します。基礎控除額内の贈与は、贈与税の確定申告がないことから、贈与事実の心証を得ること
が難しいかもしれません。

　基礎控除額ギリギリの110万円の贈与では10年かかっても1,100万円ですから、資産家にとって
は効果が薄いといえるでしょう。そこで、一般的には税率構造の最低ライン10％の税率を選んで、そ
の上限である310万円（基礎控除額110万円＋200万円）を贈与するケースが多いでしょう。この場合
は、贈与税額は20万円、負担税率は約6.5％となります。この金額の範囲内で年払いの保険料を設定
しているケースが多いのも事実です。

　直系尊属（親・祖父母）から18歳以上の直系卑属（子・孫）への贈与は、一定範囲の金額については一
般への贈与より税率が低くなっていますから、より多くを贈与したい資産家等にとっては、活用可能範
囲が広がります。

　贈与金額の目安は、一つには相続財産にかかる相続税の負担税率（相続税総額÷相続財産額×100）より
も贈与税の負担税率（贈与税額÷贈与金額×100）が低い税率であれば、生前に贈与する効果があります。
　もちろん贈与税が限りなく少ない金額＝基礎控除額の110万円に近い金額であれば、贈与税の負担
税率も限りなくゼロに近づきますが、それでは前述のように財産減らし等の効果が十分期待できませ
ん。いくら贈与するのが最適かは一概にはいえませんが、配偶者がいない場合には一般的に、相続税の
負担税率マイナス5％からマイナス10％ぐらいまでの贈与税負担税率の金額を、贈与の目安とされると
よいと思います。
　例えば相続人が子ども２人（配偶者なし）の場合、相続財産が２億円なら相続税の負担税率は
16.7％になります。ここから仮に10％引くと6.7％が贈与税の負担税率の目安となります。これを贈
与金額に直すと320万円（負担税率6.72％）ということになりますから、そのあたりを目安に検討して
みてはいかがでしょうか（具体例は次ページ参照）。

　相続が発生すると、暦年贈与については相続開始前3年以内に（相続時精算課税制度については開
始後すべて持ち戻し。詳細は後述）、被相続人から相続人への贈与（贈与時の価額）が相続財産に「持
ち戻し」されて相続税が計算されますから注意が必要です。もちろん、贈与時点で支払った贈与税は
相続税から控除されます。
　なお、相続時精算課税制度は一度選択したら暦年贈与には戻せませんし、すべての贈与はその贈
与時点での価額でもって相続財産に持ち戻すことになります。

　例えば被相続人（配偶者なし）の相続財産が3億円あったとします。このまま亡くなって2人の子ども
が均等に遺産分割して相続したとすると、相続税額は6,920万円（負担税率23.1％）にもなります
（P.107参照）。そこで2人の子どもに均等に暦年贈与をして、相続財産を減らすことにします。子ども1
人につき300万円を贈与した場合、贈与税額は19万円（負担税率6.3％）です（P.111参照）。毎年贈与
を続けると10年後には相続財産は2億4,000万円まで減り、贈与税額の合計は380万円です。
　仮に、この後（相続開始3年以内の贈与はないものとします）に相続が発生したとすると、相続税額は
4,540万円（負担税率18.9％）まで下がります。相続税額と贈与税額の合計は4,920万円ですので、何
も対策を打たないまま相続を迎えた場合（相続財産3億円）と比べて、税負担は2,000万円も軽減する
ことができます。

　前述の設定で例えば贈与額を増やして子ども1人につき500万円とした場合は、贈与額は1億円、贈
与税額は970万円。この時点の相続財産は2億円、相続税額は3,340万円ですから、対策を打たない
場合と比べて税負担は2,610万円も軽減できます。逆に、贈与できる年数が限られている場合は、例え
ば贈与できる年数が5年間として、子ども1人につき800万円贈与したとすると、贈与額は8,000万円、
贈与税額は1,170万円。この時点の相続財産は2億2,000万円、相続税額は3,940万円ですから、対策
を打たない場合と比べて税負担は1,810万円の軽減となります。このように、生前贈与による相続税
対策は、あまり高くない負担税率の金額で長期間にわたって贈与を続けるほうが効果を発揮します。

贈与合計額：300万円×10年×2人＝6,000万円
贈与後の相続財産額：3億円－6,000万円＝2億4,000万円
3億円の相続税額と対策後の税額の差：6,920万円－4,920万円＝2,000万円

贈与税合計額：19万円×10年×2人＝380万円
相続税額と贈与税額の合計：4,540万円＋380万円＝4,920万円

保険料に充てる贈与金額決定のポイント

❶基礎控除額を超えた金額が望ましい

❷最低税率の範囲で最大の効果をねらう

❸直系卑属への贈与は、310万円にこだわらない

❹相続税、贈与税それぞれの負担税率を比較してみる

❺相続人への贈与には「持ち戻し」があるので注意

新・生命保険を活用した相続対策のすべて新

相続税と贈与税の負担税率の比較の仕方

章第 贈与を使った生命保険活用4

相続税と贈与税の負担税率の比較（抜粋）
配偶者なし、子ども2人が相続

遺産総額 相続税額 負担税率
直系尊属から18歳以上の子・孫への贈与
贈与財産額 贈与税額 負担税率

8,000万円

1億円

1億2,000万円
1億4,000万円

1億6,000万円

1億8,000万円

2億円

2億2,000万円

2億4,000万円
2億6,000万円
2億8,000万円

3億円

3億5,000万円

470万円

770万円

1,160万円
1,560万円

2,140万円

2,740万円

3,340万円

3,940万円

4,540万円
5,320万円
6,120万円

6,920万円

8,920万円

5.9%

7.7%

9.7%
11.1%

13.4%

15.2%

16.7%

17.9%

18.9%
20.5%
21.9%

23.1%

25.5%

200万円

300万円

400万円
500万円

600万円
700万円

800万円

900万円

1,000万円

1,100万円

1,200万円

1,300万円

1,400万円
1,500万円
1,600万円

9万円

19万円

33.5万円
48.5万円

68万円
88万円

117万円

147万円

177万円

207万円

246万円

286万円

326万円
366万円
406万円

4.5%

6.3%

8.4%
9.7%

11.3%
12.6%

14.6%

16.3%

17.7%

18.8%

20.5%

22.0%

23.3%
24.4%
25.4%
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　経営者が突然死亡して相続が発生すると、会社だけでなく、遺族にとっても大きな影響を及ぼしま
す。特に会社が銀行などから多額の借入金がある場合は、一般に経営者自身がその連帯保証人と
なっていますが、相続が発生するとこれが問題となります。なぜなら、「経営者の連帯保証債務が遺族
に相続される」からです。
　経営者個人が借りた資金ではありません。会社が借りた資金の保証人（連帯保証人）に経営者が
なっていたということです。この連帯保証債務は、経営者（連帯保証人）の死亡によって消滅すると
思っていませんか？　いいえ、経営者が死亡しても消滅するわけではありません。

　このことを遺族はもちろんのこと、連帯保証人である経営者自身が知らないことが問題になるので
す。会社の借入金の連帯保証人になったことで、自分の死後、遺族に迷惑をかけてしまうことなど、多
くの経営者は知りません。連帯保証債務は、経営者（連帯保証人）が死亡した時点では確定していませ
ん。会社が破綻して初めて債務が確定します。したがって、経営者個人の相続における相続税の計算
上、連帯保証債務は「債務控除」の適用対象にはなりません。

　経営者の相続発生によって連帯保証債務は相続人に相続されますが、連帯保証債務を解消し、遺
族の不安を取り除くには、会社契約の生命保険で借入金を全額返済するしかありません。ただし、会
社が受け取った生命保険金には法人税等が課税されますから、その分を加味して必要額の1.4～1.5
倍の保険金を準備をしておくことが大切です。

　なお、連帯保証債務対策を提案する際の最大のポイントは、必ず「配偶者（いない場合は子どもなど
の相続人）」に同席していただくことです。提案の際には、以下の3点について留意ください。
　①会社の借入金に対しては後継の社長も連帯保証人となります。そのことによって先代社長の相
続人は連帯保証を免れるものではありません（債権者の承諾がない限り連帯保証人を外すこと
はありませんし、また債権者はなかなか承諾してくれません）。

　②連帯保証を免れるには、「相続放棄」という手段があります。しかし遺族（相続人）にとって会社が
債務を完済すれば連帯保証債務は消滅します。つまり、必ずしも連帯保証人に債務がかかってく
るとは限らないので、相続人が財産を放棄するのは現実的ではないと思われます。

　③会社の連帯保証人だけでなく、経営者が個人として（例えば友人・知人に対して）連帯保証人にな
ることがあります。その場合も連帯保証債務は相続人に当然分割されますから、個人の場合は
個人の生命保険でいざというときの資金準備が必要です。

新・生命保険を活用した相続対策のすべて新

借入金対策は「連帯保証債務」の問題から提案！

4
連帯保証債務は、法定相続分どおりに相続人に引き継がれる

会社の借入金の連帯保証債務から遺族を守る

経営者が死亡しても連帯
保証債務はなくならない！

連帯保証債務 連帯保証債務連帯保証債務

連帯保証債務経営者

会社

○
○
銀
行

会社の「連帯保証人」になって
いる経営者が死亡した場合、連
帯保証債務は法定相続分に
従って「当然分割」される。

問題点
①

「連帯保証債務」は、連帯保証人
が債務を肩代わりしなければ
ならないことが確定していない
ため、相続税の計算上、「債務
控除」の対象とはならない。

章第 経営者における生命保険活用5

連帯保証債務の解決策は、会社契約の生命保険で借入金を返済

コロナにより信用保証協会融資を受けている企業は対策を！
　新型コロナ感染症の影響により2020年以降、企業への信用保証協会保証付き融資件数は増加し、
2020年4月～2022年3月の2年間で件数にして延べ約250万件、金額にして延べ約43兆円に上りま
す※。信用保証協会の融資には経営者自身が連帯保証人となっていることから、経営者が万一死亡し
た時は、相続人が連帯保証債務を一括弁済しなければなりません。このことから、コロナによって借入
金が増加した企業は、その返済資金対応として早急に生命保険での手当てが必要だと思われます。

【最高裁判例】
（前略）　連帯債務は、数人の債務者が同一内容の給付につき各独立に全部の給付をなすべき債務を負担
しているのであり、（中略）可分なること通常の金銭債務と同様である。ところで、債務者が死亡し、相続人が
数人ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその
相続分に応じてこれを承継するものと解すべきであるから（中略）連帯債務者の一人が死亡した場合におい
ても、その相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の
債務者とともに連帯債務者となると解するのが相当である。

事件番号：昭和32(オ)477／事件名：貸金請求／裁判年月日：1959（昭和34）年6月19日
※省略及び下線指定は筆者による。　　※可分債務とは、分割可能な債務のこと。

資金の
貸付け

問題点
②

会社の
連帯保証人

コラム

「連帯保証債務対策」は
会社契約の生命保険で解消！

経営者

会社

○
○
銀
行

借入金
返　済

連帯保証人

契約者
会社

被保険者
経営者

死亡保険金受取人
会社

※保険金額＝生命保険の加入時点における借入金残高×1.4～１．５倍
（定期的に見直しの必要あり）

会社契約の生命保険で、
借入金の返済資金作り

＝

連帯保証債務の解消へ

対
策

保険金
経営者の死亡により
保険金が会社に入る 連帯保証

債務の解消

後継者 ※一般社団法人全国信用保証協会連合会「信用保証実績の推移」による。
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新・生命保険を活用した相続対策のすべて新 章第 特例納税猶予制度利用時における生命保険活用6

特例納税猶予制度の活用の可否の検討
特例納税猶予制度は、それまでの納税猶予制度（一般措置）に比べて、経営者にとってより活用しや

すくなりました（特例納税猶予制度の仕組み等については、『知識で差がつく法人営業プラス 2022
年度版』（株式会社シャフト著）を参照ください）。

ただ、すべての経営者にとって使える、あるいは使って有効なものかというとそうとは限りません。
自社株の評価額がそれほど高くない会社の経営者にとっては、特例納税猶予を選択してあえて面倒
な手続きやフォローの大変さを考えれば、これまでの対策（遺言、納税資金準備や遺産分割対策とし
ての生命保険の活用など）で十分対応できるでしょう。また、すでに自社株の大半を生前贈与等で後
継者に渡している場合などもあえて特例納税猶予制度を使う必要はないでしょう。ほかにも特例納税
猶予制度の認定要件を満たせなくて、最初から使えない場合も考えられます（例えば先代経営者に突
然の相続が起きたときは、後継者を5カ月以内に代表者にしておく必要がありますが、慌ただしい中
でそこまで気が回らないことも考えられます）。

その意味で、特例納税猶予制度を利用するには、2024年3月31日までに都道府県知事に申請を出
しておき、2027年12月31日までに相続が起きるか、それまでに贈与を行えばよいため、じっくりと考
え、特例納税猶予制度を利用したほうがいいのか否かを専門家とともに検討したうえで実行する必要
があります。

6年間

１０年間

先代経営者死亡により贈与税の特例納税猶予額は免
除されますが、相続が発生したとみなされ、贈与時の価
額で相続税が課税されます。なお、一定の要件を満たせ
ば、相続税の特例納税猶予への切替を選択できます。

先代経営者
死亡

2024年3月31日 

2027年12月31日

以降は特例を
使うことが
できない

認定経営革新等支援機関の指導・
助言に基づき特例承継計画を作成
し、都道府県知事に提出する

【相続税の特例納税猶予制度】
2024年3月31日までに都道府県知事に特例承継計画を提出したうえで、
2027年12月31日までに相続が発生すれば特例が適用できる

【贈与税の特例納税猶予制度】
上記の提出をしたうえで、2027年12月31日までに、一括贈与（3分の2以上）
を実行すれば特例が適用できる

2018年1月1日 

2018年4月1日

贈与税の特例納税猶予
の適用中に贈与者であ
る先代経営者の相続が
発生した場合

2024年3月31日までに相続が発生
したり、それまでに贈与を行う場合
は、相続・贈与後に特例承継計画を
提出することも可能
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